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産業廃棄物税について

【参考】奈良県産業廃棄物税条例（抜粋）

（使途）

第19条 知事は、県に納入され、又は納付された産業廃棄物税額に相当する額から産業廃棄物税の徴収に要する費用

として規則で定める額を控除して得た額を産業廃棄物の排出の抑制、再生利用、減量その他その適正な処理に関する

施策に要する費用に充てなければならない。

附 則

（検討）

6 知事は、平成30年度を目途として、この条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めると

きは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

産業廃棄物税（平成16年設置）について、条例で、平成30年度を目途に、必要があると認めるときは検討を加え、その結果に

基づいて必要な措置を講ずるとされていることから、県税制調査会において以下のスケジュールで検討を行う。

平成30年３月26日 県税制調査会 産業廃棄物税の状況を報告 ※資料（３）にて説明

〃 春～夏頃 県税制調査会 産業廃棄物税の検討結果を諮問

〃 秋 頃 県税制調査会 産業廃棄物税の検討結果を答申

平成31年２月県議会 産業廃棄物税条例の改正（案）を提案（答申反映）

○スケジュール
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県内の最終処分場への産業廃棄物の搬入に対して課税されるもので、排出抑制への推進支援、リサイクルへの推進支

援、産業廃棄物監視強化対策等に充てられる法定外目的税

項目 内容

納税義務者 排出業者又は中間処理業者

特別徴収義務者 最終処分業者

税 率 最終処分場への産業廃棄物の搬入量１ｔにつき1,000円

申告と納税

１．最終処分業者は、排出業者又は中間処理業者から産業廃棄物の埋め立て処分を

委託された場合は、産業廃棄物税を徴収し毎月分を翌月末までに申告し納税

２．排出業者又は中間処理業者がその排出する産業廃棄物の埋め立て処分を自ら行

う場合においては、毎月分を翌月末までに申告し納税

産業廃棄物税の概要
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産業廃棄物税について（答申）（平成25年11月14日）
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